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平
賀
中
南
『
春
秋
稽
古
』
續
考

野
間

文
史

本
稿
は
「
平
賀
中
南
『
春
秋
稽
古
』
考
」
（
『
東
方
學
』
第
百
四
十
輯

二
〇
二

〇
年
）
の
續
編
で
あ
る
。
前
稿
で
は
平
賀
中
南
春
秋
學
の
特
徵
を
、
①
「
注
釋

と
折
衷
と
の
二
部
構
成
」
、
②
「
經
傳
分
離
」
、
③
「
歷
史
觀
」
、
④
「
經
傳
總

論
」
、
⑤
「
孔
子
不
作
春
秋
」
說
、
⑥
「
孔
子
不
刪
六
經
」
說
、
⑦
「
宋
學
批

判
」
、
⑧
「
漢
學
批
判
」
、
⑨
「
戰
國
諸
子
批
判
」
、
⑩
「
古
文
讀
解
」
、
⑪
「
孔

子
所
傳
の
春
秋
は
定
公
ま
で
」
、
⑫
「
明
學
を
批
判
的
に
繼
承
」
、
⑬
「
闕
疑

の
態
度
」
、
⑭
經
學
思
想
「
道
は
平
天
下
、
仁
は
安
民
」
の
項
目
に
分
け
て
解

說
し
、
最
後
に
「
中
南
の
六
經
觀
槪
論
」
を
附
加
し
て
い
る
。

そ
し
て
殘
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
⑮
「
崇
天
・
尊
鬼
神
論
」
、
⑯
「
日
食
と

曆
法
ー
反
科
學
的
立
場
」
、
⑰
「
禮
樂
制
度
へ
の
強
い
關
心
」
、
⑱
「
獨
自
の

解
釋
例
」
等
々
を
擧
げ
た
。

た
だ
⑭
と
表
裏
の
關
係
に
あ
る
の
が
、
前
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
「
名

分
」
批
判
で
あ
り
、
⑭
は
ま
た
⑮
と
密
接
に
關
連
し
、
さ
ら
に
⑮
と
表
裏
を
な

す
の
が
⑯
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
再
度
⑭
を
詳
論
す
る
中
で
、
併
せ
て
「
名

分
」
批
判
、
次
い
で
⑮
・
⑯
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
し
て
⑰
と
⑱
と
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
別
稿
を
用
意
す
る
豫
定
で
あ
る
。

一

安
民
の
思
想

平
賀
中
南
『
春
秋
稽
古
』
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
先

王
の
道
」
「
安
民
」
「
仁
」
「
名
分
」
「
崇
天
尊
鬼
神
」
等
を
擧
げ
た
い
。

中
南
曰
わ
く
。
「
先
王
の
道
」
と
は
、
古
の
聖
人
、
卽
ち
三
皇
五
帝
よ
り
以

下
湯
武
に
至
る
ま
で
の
先
王
が
、
天
下
を
治
め
た
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

「
先
王
の
道
」
は
「
六
經
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
六
經
」
が
最
も
重
要
な

書
物
た
る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
聖
人
の
「
道
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
仁
」
を
以
て
「
民
を
安
ん

じ
」
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
三
皇
五
帝
の
「
六
府
三
事
、
利

用
厚
生
」
、
堯
舜
の
「
作
禮
樂
」
、
湯
武
の
「
放
伐
」
は
、
い
ず
れ
も
「
道
」

を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
道
」
と
は
君
道
で
あ
っ
て
、
臣
道
で

も
な
く
、
人
人
の
道
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
「
心
術
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

再
言
す
る
が
「
道
」
と
は
卽
ち
「
仁
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
仁
」
と
は
「
安

民
」
を
意
味
す
る
。
す
べ
て
道
德
禮
義
は
「
仁
」
に
依
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ

り
、
「
安
民
」
の
德
を
「
仁
」
と
謂
い
、
「
民
を
安
ん
」
ず
る
こ
と
が
で
き
る

人
を
「
仁
人
」
と
謂
う
。
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そ
も
そ
も
天
地
の
間
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
す
べ
て
「
天｣

が
生
じ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
天
民
」
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
天
」
自
ら

は
「
民
」
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
君
」
を
立
て
て
治
め
さ
せ
た
。

こ
れ
が
「
天
子
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
子
」
は
「
天
」
に
代
わ
っ
て
「
民
」

を
治
め
る
者
の
謂
い
。
そ
れ
ゆ
え
君
が
「
民
」
を
治
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
か

え
っ
て
虐
政
を
「
民
」
に
施
す
な
ら
、
た
ち
ま
ち
「
天
」
は
命
を
革
め
る
で
あ

ろ
う
。
も
は
や
「
天
子
」
で
も
「
君
」
で
も
な
い
。
し
か
る
に
後
儒
が
「
名
分
」

を
重
ん
じ
、
『
春
秋
』
を
「
名
分
」
の
書
と
見
な
し
、
「
尊
君
」
を
第
一
義
と

す
る
の
は
本
末
轉
倒
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
名
分
」
は
、「
仁
」

を
具
體
化
し
た
「
禮
」
、
そ
の
「
禮
」
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
仁
」

に
當
た
り
て
は
「
名
分
」
を
顧
み
な
い
の
が
『
春
秋
』
の
義
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
古
の
「
天
子
」
卽
ち
先
王
・
聖
人
は
「
天
を
奉
じ
」
て
「
道
」
を

立
て
た
。
先
王
・
聖
人
が
「
天
を
崇
び
」
、
「
鬼
神
を
尊
ぶ
」
所
以
で
あ
る
。

後
世
の
儒
者
は
「
神
道
」
が
有
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
『
左
傳
』
が
鬼
神
に
言
及

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
常
に
囂
々
と
非
難
す
る
。
こ
れ
は
「
聖
道
」
が
失
わ
れ
、

老
莊
が
そ
の
間
に
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
天
」
は
恢
恢
、
神
妙
不
可
思
議
で
、
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
と
え
測
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
聖
人
は
敢
え
て
「
天
道
」
を
語

ら
ず
、
た
だ
畏
敬
戒
懼
す
る
の
み
で
あ
る
。
陰
陽
の
變
を
ば
、
測
る
こ
と
の
で

き
る
場
合
も
あ
り
、
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
こ
そ
、
神
妙
と
す
る
所
以
で

は
な
い
か
。
し
か
る
に
近
時
の
學
者
が
爭
っ
て
紅
毛
の
曆
術
を
治
め
よ
う
と
す

る
の
は
、
國
家
に
無
益
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
有
害
で
あ
り
、
ま
こ
と

に
痛
哭
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
本
稿
で
檢
討
す
べ
き
『
春
秋
稽
古
』
の
主
張
の
要
點
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
以
下
は
、
『
春
秋
稽
古
』
の
中
南
の
言
葉
を
紹
介
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

た
だ
⑭
と
「
名
分
」
批
判
、
⑮
・
⑯
は
密
接
に
關
連
し
て
分
か
ち
難
い
。
そ
こ

で
長
文
と
は
な
る
が
、
重
複
を
厭
わ
ず
『
春
秋
稽
古
』
の
文
章
を
斷
章
取
義
す

る
こ
と
無
く
、
引
用
す
る
。

先
ず
最
初
の
例
と
し
て
、
『
左
傳
』
宣
公
四
年
條
の
凡
例
「
凡
弑
君
、
稱
君

君
無
道
也
。
稱
臣
臣
之
罪
也
」
に
つ
い
て
。
な
お
『
左
傳
』
は
岩
波
文
庫
小
倉

芳
彦
氏
の
譯
文
、
杜
預
注
は
岩
本
憲
司
氏
の
譯
文
を
附
し
た
。
ま
た
後
揭
『
公

羊
傳
』
『
穀
梁
傳
』
も
や
は
り
岩
本
譯
で
あ
る
。

凡
弑
君
、
稱
君
君
無
道
也
。
稱
臣
臣
之
罪
也
。

凡
例
。
国
君
を
弑
し
た
際
に
、
〔
「
其
ノ
君
夷
」
の
よ
う
に
〕
そ
の
名
を

記
す
の
は
、
国
君
が
無
道
の
場
合
。
〔
「
鄭
ノ
公
子
帰
生
」
の
よ
う
に
〕

臣
下
の
名
を
記
す
の
は
、
臣
下
に
罪
が
あ
る
場
合
。
〔
小
倉
譯
〕

杜
：
稱
君
謂
唯
書
君
名
、
而
稱
國
以
弑
。
言
眾
所
共
絕
也
。
稱
臣
者
謂
書
弑
者

之
名
、
以
示
來
世
、
終
爲
不
義
。
改
殺
稱
弑
、
辟
其
惡
名
、
取
有
漸
也
。

書
弑
之
義
、
釋
例
論
之
備
矣
。

「
君
を
稱
す
る
」
と
は
、
た
だ
君
の
名
を
書
き
、
國
を
稱
し
て
弑
す
る
、

こ
と
を
い
う
。
眾
人
が
共
に
見
棄
て
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
臣

を
稱
す
る
」
と
は
、
弑
し
た
者
の
名
を
書
い
て
、
來
世
に
示
し
、
い
つ
ま

で
も
不
義
と
す
る
、
こ
と
を
い
う
。
殺
を
改
め
て
「
弑
」
と
稱
し
て
い
る

の
は
、
惡
名
を
避
け
、(

「
弑
」
が)

少
し
ず
つ
進
行
す
る(

こ
と
を
意
味

す
る)

點
に
取
っ
た
の
で
あ
る
。(

な
お)

「
弑
」
を
書
く
場
合
の
義(

例)

に
つ
い
て
は
、
『
釋
例
』
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
〔
岩
本
譯
〕

こ
の
宣
公
四
年
の
條
に
對
す
る
『
春
秋
稽
古
』
卷
十
四
の
中
南
の
「
傳
注
」
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は
、
杜
預
注
と
孔
穎
達
『
正
義
』
を
短
く
引
用
し
た
の
ち
、
「
晉
民

謂
へ
ら

く
、
無
道
と
は
民
を

虐

ぐ
る
の
君
を
謂
ふ
。
折
衷
に
之
れ
を
論
ず
る
こ
と
詳

し
い
た

な
り
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

【
稽
古
】14-09b

･10a

凡
弑
君
、
稱
君
君
無
道
也
。
稱
臣
臣
之
罪
也
。

杜
預
曰
、
稱
君
謂
唯
書
君
名
、
而
稱
國
以
弑
。
言
眾
所
共
絕
也
。
稱
臣
者
謂

書
弑
者
之
名
、
以
示
來
世
、
終
爲
不
義
。
改
殺
稱
弑
、
辟
其
惡
名
。

孔
穎
達
曰
、
弑
君
之
人
、
固
爲
大
罪
。
欲
見
君
之
無
道
、
罪
亦
合
弑
、
所
以

懲
創
將
來
之
君
、
兩
見
其
義
、
非
赦
弑
君
之
人
、
以
弑
之
爲
無
罪
也
。

晉
民
謂
、
無
道
謂
虐
民
之
君
。
折
衷
論
之
詳
矣
。

そ
し
て
こ
れ
に
對
應
す
る
の
が
『
春
秋
稽
古
』
卷
四
十
九
「
折
衷
第
十
五
」

で
あ
る
が
、
極
め
て
長
文
の
た
め
、
適
宜
分
割
し
て
引
用
し
た
い
。
上
段
が
原

文
、
下
段
は
訓
讀
譯
、
ま
た
は
譯
文
で
あ
る
。

【
稽
古
】49-12a

～15a

折
衷
曰
、
書
弑
之
義
、
杜

折
衷
に
曰
は
く
、
「
弑
」
を
書
す
る
の
義
、
杜
君

君
釋
例
論
之
詳
矣
。
孔
氏

の
《
釋
例
》
に
之
れ
を
論
じ
て
詳
な
り
。
孔
氏
の

正
義
備
載
、
其
言
甚
美
矣
。
《
正
義
》
備
さ
に
載
せ
、
其
の
言

甚
だ
美
な
り
。

つ
ぶ

然
未
知
聖
人
之
道
、
故
失

然
れ
ど
も
未
だ
聖
人
の
「
道
」
を
知
ら
ず
、
故
に

大
體
。
其
云
「
若
亢
高
自

大
體
を
失
ふ
。
其
の
「
亢
高
し
て
自
ら

肆

に

ほ
し
い
ま
ま

肆
、
羣
下
絕
望
、
情
義
圮

せ
ば
、
羣
下

絕
望
し
、
情
義

圮
隔
〔
こ
わ
れ
て

ひ

か
く

隔
、
是
謂
路
人
、
非
君
臣

は
な
れ
る
〕
す
る
が
若
き
は
、
是
れ
路
人
〔
み
ち
ゆ

ご
と

也
。
人
心
苟
離
、
則
位
號

く
ひ
と
〕
を
謂
ひ
、
君
臣
に
非
ざ
る
な
り
。
人
心

雖
存
、
無
以
自
固
」
、
此

苟
く
も
離
れ
ば
、
則
ち
位
號
の
存
す
と
雖
も
、
以

徒
據
傳
以
意
爲
言
者
也
。

て
自
ら
固
む
る
無
し
」
と
云
ふ
は
、
此
れ
徒
だ
傳

た

請
以
傳
載
言
道
者
言
之
。

に
據
り
て
意
を
以
て
言
を
爲
す
者
な
り
。
請
ふ
傳

の
「
道
」
を
言
ふ
者
を
載
す
る
を
以
て
之
れ
を
言

は
ん
。

中
南
は
、
杜
預
と
そ
の
杜
說
を
敷
衍
す
る
孔
穎
達
『
正
義
』
が
、
い
ず
れ
も

「
道
」
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
た
め
、
こ
の
凡
例
の
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る

と
見
な
し
、
次
い
で
襄
公
十
四
年
の
傳
文
を
以
下
の
よ
う
に
引
用
す
る
。
下
段

は
小
倉
譯
。

衛
人
出
其
君
。
晉
侯
問
於

〔
楽
師
の
〕
師
曠
が
晋
侯
の
側
に
侍
し
て
い
た
。

し

こ
う

師
曠
。
師
曠
對
曰
「
良
君

晋
侯
が
、
「
衛
の
人
が
国
君(

献
公)

を
国
外
に
追

將
賞
善
而
刑
淫
、
養
民
如

い
出
し
た
の
は
、
ひ
ど
い
話
で
は
な
い
か
」
と
言

子
、
蓋
之
如
天
、
容
之
如

う
と
、
師
曠
は
答
え
た
。
「
国
君
の
方
が
ひ
ど
い

地
。
民
奉
其
君
、
愛
之
如

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
良
君
は
、
善
良
を
賞
し
邪

父
母
、
仰
之
如
日
月
、
敬

悪
を
刑
し
、
民
を
あ
た
か
も
わ
が
子
の
如
く
に
養

之
如
神
明
、
畏
之
如
雷
霆
。
い
、
天
の
如
く
に
あ
ま
ね
く
蔽
い
、
地
の
如
く
に

お
お

其
可
出
乎
。

隔
て
な
く
包
容
し
ま
す
。
民
は
国
君
を
奉
じ
て
、

あ
た
か
も
父
母
の
如
く
に
愛
し
み
、
日
月
の
如
く

い
と

に
仰
ぎ
、
神
霊
の
如
く
に
敬
い
、
雷
霆
の
如
く
に
畏

う
や
ま

ら
い
て
い

お
そ

れ
ま
す
。
追
い
出
し
た
り
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

夫
君
、
神
之
主
而
民
之
望

国
君
は
、
神
の
祀
り
手
で
あ
り
、
民
の
仰
ぎ
望
む

也
。
若
困
民
之
主
、
匱
神

者
で
す
。
も
し
も
民
の
生
活
を
困
め
、
祭
祀
を
な

く
る
し

乏
祀
、
百
姓
絕
望
、
社
稷

お
ざ
り
に
す
れ
ば
、
人
々
の
望
み
は
絶
た
れ
、
社

無
主
、
將
安
用
之
。
弗
去

稷
の
神
は
祀
り
手
を
失
い
ま
す
。
こ
ん
な
〔
国
君
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何
爲
。
天
生
民
而
立
之
君
、
は
〕
無
用
で
す
か
ら
、
追
い
払
わ
れ
る
の
が
当
然

使
司
牧
之
、
勿
使
失
性
。

で
す
。
天
が
民
を
生
じ
て
そ
の
国
君
を
立
て
た
の

有
君
而
爲
之
貳
、
使
師
保

は
、
民
を
統
治
し
て
本
性
を
失
わ
せ
ぬ
た
め
で
す
。

之
、
勿
使
過
度
。
是
故
天

国
君
が
い
て
そ
れ
に
弐(

輔
佐)

を
設
け
た
の
は
、

じ

子
有
公
、
諸
侯
有
卿
、
卿

国
君
を
教
導
し
て
度
を
過
さ
せ
ぬ
た
め
で
す
。
そ

有
〔
置
〕
側
室
、
大
夫
有

こ
で
天
子
〔
の
輔
佐
〕
に
は
公
が
、
諸
侯
に
は
卿

貳
宗
、
士
有
朋
友
、
庶
人

が
あ
り
、
卿
に
は
側
室(

分
室)

が
、
大
夫
に
は
弍
宗

じ

そ
う

工
商
皁
隸
牧
圉
皆
有
親

(
次
子
の
家)

が
あ
り
、
士
に
は
朋
友
が
、
庶
人
・

暱
、
以
相
輔
佐
也
。
善
則

工
・
商
・
皁
隷(

賤
官)

・
牧
圉(

牧
人)

に
も
み
な

そ
う
れ
い

ぼ
く
ぎ
よ

賞
之
、
過
則
匡
之
、
患
則

親
近
す
る
人
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
輔
佐
し
、
善
行

救
之
、
失
則
革
之
。
自
王

が
あ
れ
ば
褒
め
、
過
失
が
あ
れ
ば
正
し
、
災
難
が

以
下
各
有
父
兄
子
弟
、
以

お
こ
れ
ば
救
助
し
、
失
敗
が
あ
れ
ば
革
め
さ
せ
る

あ
ら
た

補
察
其
政
。
史
爲
書
、
瞽

の
で
す
。
周
王
よ
り
以
下
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
父
兄

爲
詩
、
工
誦
箴
諫
。
大
夫

子
弟
が
い
て
、
政
治
の
得
失
を
指
摘
し
欠
陥
を
補

規
誨
、
士
傳
言
、
庶
人
謗
、
い
ま
す
。
史
官
は
記
録
を
作
り
、
盲
目
の
楽
師
は

商
旅
于
市
、
百
工
獻
藝
。

詩
を
作
り
、
楽
工
は
箴
言
を
誦
し
ま
す
。
大
夫
は

し
ん
げ
ん

〔
直
接
に
〕
意
見
を
述
べ
、
士
は
〔
間
接
的
に
〕

意
見
を
伝
え
、
庶
人
は
誹
謗
し
、
行
商
人
は
市
場

で
〔
議
論
し
〕
各
種
工
匠
は
技
芸
を
献
じ
ま
す
。

故
夏
書
曰
『
遒
人
以
木
鐸

ふ
る
く
『
夏
書
』
に
、

徇
于
路
、
官
師
相
規
、
工

遒
人
の
官
、
木
鐸
の
鈴
を
鳴
ら
し
路
を
巡
行
す

し
ゆ
う
じ
ん

ぼ
く
た
く

執
藝
沈
諫
』
。

れ
ば
、
官
長
は
意
見
を
述
べ
、
工
匠
は
技
芸
を

献
じ
て
諫
む
。

(

胤
征)

正
月
孟
春
、
於
是
乎
有
之
、
と
あ
り
ま
す
。
正
月
孟
春
と
い
う
時
期
に
こ
れ
が

諫
失
常
也
。
天
之
愛
民
甚

行
な
わ
れ
る
の
は
、
常
規
か
ら
の
逸
脫
を
諫
め
る

矣
。
豈
其
使
一
人
肆
於
民

た
め
で
す
。
深
く
民
を
愛
し
ま
れ
る
天
の
こ
と
ゆ

い
と
お

上
、
以
從
其
淫
、
而
棄
天

え
、

一
人
〔
の
君
〕
だ
け
を
民
の
上
に
の
さ
ば
ら

地
之
性
。
必
不
然
矣
」
。

せ
て
放
恣
を
許
し
、
〔
民
を
蔽
い
包
容
す
る
〕
天

お
お

地
の
本
性
を
自
ら
棄
て
去
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

き
っ
と
そ
ん
な
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
と
存
じ
ま
す
」

こ
の
長
い
傳
文
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
中
南
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開

す
る
の
で
あ
る
。
適
宜
傍
線
を
施
し
て
い
る
。

古
人
知
道
、
故
其
言
如
此
。
古
人
は
道
を
知
る
、
故
に
其
の
言

此
く
の
如
し
。

夫
民
者
天
之
民
也
、
故
曰

夫
れ
民
な
る
者
は
天
の
民
な
り
、
故
に
「
天
民
」

天
民
。
天
愛
民
甚
矣
。
故

と
曰
ふ
。
天
は
民
を
愛
す
る
こ
と
甚
し
。
故
に
之

爲
使
司
牧
之
、
眷
命
人
爲

れ
を
司
牧
せ
し
む
る
が
爲
め
に
、

眷

て
人
に
命

か
へ
り
み

天
子
、
爲
諸
侯
。
是
以
凡

じ
て
天
子
と
爲
し
、
諸
侯
と
爲
す
。
是
を
以
て
凡

こ
こ

爲
君
者
、
養
民
如
子
、
蓋

そ
君
爲
る
者
、
民
を
養
ふ
こ
と
子
の
如
く
、
之
れ

之
如
天
、
容
之
如
地
、
而

を
蓋
ふ
こ
と
天
の
如
く
、
之
れ
を
容
る
る
こ
と
地

い

勿
使
失
性
、
是
謂
有
道
之

の
如
く
し
て
、
性
〔
生
活
〕
を
失
は
し
む
る
こ
と

君
。
有
道
之
君
、
民
奉
之
、
勿
き
は
、
是
れ
有
道
の
君
を
謂
ふ
。
有
道
の
君
は
、

而
愛
之
如
父
母
、
仰
之
如

民

之
れ
を
奉
じ
、
而
し
て
之
れ
を
愛
す
る
こ
と
父

日
月
、
敬
之
如
神
明
、
畏

母
の
如
く
、
之
れ
を
仰
ぐ
こ
と
日
月
の
如
く
、
之

之
如
雷
霆
。
其
如
此
、
誰

れ
敬
ふ
こ
と
神
明
の
如
く
、
之
れ
を
畏
る
る
こ
と

得
而
出
之
。
若
夫
一
人
肆

雷
霆
の
如
し
。
其
れ
此
く
の
如
く
ん
ば
、
誰
か
得

於
民
上
、
以
從
其
淫
、
而

て
之
れ
を
出
だ
さ
ん
。
若
し
夫
れ
一
人

民
上
に

も

棄
天
地
之
性
、
是
謂
無
道

肆

に
し
、
以
て
其
の
淫
に
從
ひ
、
而
し
て
天

ほ
し
い
ま
ま
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之
君
。
無
道
之
君
、
神
人

地
の
性
を
棄
つ
る
は
、
是
れ
無
道
の
君
を
謂
ふ
。

棄
之
。
非
社
稷
之
主
、
非

無
道
の
君
は
、
神
・
人

之
れ
を
棄
つ
。
社
稷
の
主

百
姓
之
君
、
雖
位
號
存
、

に
非
ず
、
百
姓
の
君
に
非
ず
、
位
號
の
存
す
と
雖

所
謂
獨
夫
者
也
。
故
其
被

も
、
謂
は
ゆ
る
獨
夫
な
る
者
な
り
。
故
に
其
の
弑

弑
也
、
不
問
殺
者
是
非
、

さ
る
る
や
、
殺
す
者
の
是
非
を
問
は
ず
し
て
、
君

而
誅
君
。
此
道
之
權
衡
、

を
誅
す
。
此
れ
「
道
」
の
權
衡
〔
判
斷
の
基
準
〕
に

而
春
秋
之
義
也
。
若
乃
臣

し
て
、
《
春
秋
》
の
義
な
り
。
乃
ち
臣
の
若
き
者

ご
と

者
、
君
之
臣
也
、
故
曰
人

は
、
君
の
臣
な
り
、
故
に
人
臣
と
曰
ふ
。
而
し
て

臣
。
而
亦
輔
佐
君
、
而
務

亦
た
君
を
輔
佐
し
、
而
し
て
民
の
義
を
務
め
、
以

民
之
義
、
以
共
天
職
、
此

て
天
職
を
共
す
、
此
れ
臣
の
事
な
り
。
是
に
於
い

こ
こ

臣
之
事
也
。
於
是
立
君
臣

て
君
臣
の
義
を
立
て
、
君

君
た
ら
ず
と
雖
も
、
苟

之
義
、
君
雖
不
君
、
苟
不

も
民
に
及
ば
ず
ん
ば
、
則
ち
臣
は
以
て
臣
た
ら
ざ

及
於
民
、
則
臣
不
可
以
不

る
べ
か
ら
ず
。
寧
兪
〔
僖
公

年
傳
〕
・
母
弟
鮮
〔
襄

30

臣
。
如
寧
兪
・
母
弟
鮮
是

公

年
經
〕
の
如
き
是
れ
な
り
。
何
の
路
人
か
之

27

也
。
何
路
人
之
有
。
故
春

れ
有
ら
ん
。
故
に
《
春
秋
》

其
の

君
を
放
弑
す

秋
其
放
弑
君
、
自
非
湯
・

る
こ
と
、
湯
・
武
・
伊
・
霍
に
非
ざ
る
よ
り
は
、

武
・
伊
・
霍
、
則
不
能
遁

則
ち
能
く
其
の
罪
を
遁
る
る
能
は
ざ
る
な
り
。
而

其
罪
也
。
而
不
書
臣
、
以

る
に
臣
を
書
せ
ず
、
國
討
を
以
て
す
る
は
、
無
道

國
討
者
、
無
道
之
君
、
比

の
君
、
其
の
罪
を
比
較
す
る
に
、
弑
君
の
罪
は
、

較
其
罪
、
弑
君
之
罪
、
則

則
ち
數
ふ
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

不
足
數
也
。

聖
人
奉
天
而
立
道
、
安
民

聖
人

天
を
奉
じ
て
道
を
立
つ
る
に
、
民
を
安
ん
ず

之
外
、
豈
有
他
乎
。
禮
・

る
の
外
、
豈
に
他
有
ら
ん
や
。
禮
・
樂
・
刑
・
政
、

樂
・
刑
・
政
、
親
・
義
・

親
・
義
・
別
・
序
・
信
は
、
皆
な
民
を
安
ん
ず
る

別
・
序
・
信
、
皆
安
民
之

の
具
な
り
。
民
を
安
ん
ず
る
の
德
を
仁
と
曰
ひ
、

具
也
。
安
民
之
德
曰
仁
、

能
く
民
を
安
ん
ず
る
を
仁
人
と
曰
ふ
。
夫
れ
民
を

能
安
民
曰
仁
人
。
夫
賊
民

賊
す
る
の
臣
は
、
則
ち
君

之
れ
を
刑
す
る
も
、
君

之
臣
、
則
君
刑
之
、
君
之

の
虐
は
、
則
ち
之
れ
を
何
如
と
も
す
る
無
し
。
故

虐
、
則
無
如
之
何
。
故
春

に
《
春
秋
》
の

君
を
罪
す
る
こ
と
、
是
く
の
如
く

秋
罪
君
、
如
是
深
矣
。
然

深
し
。
然
れ
ど
も
亦
た
天

之
れ
を
罰
せ
ん
と
し
、

亦
天
罰
之
、
必
生
不
良
之

必
ず
不
良
の
臣
を
生
じ
て
、
以
て
其
の
手
を
假
る
。

臣
、
以
假
其
手
。
是
以
詩

是
を
以
て
《
詩
》
・
《
書
》
は
每
に
天
命
を
以
て
君

こ
こ

・
書
每
以
天
命
戒
君
、
而

を
戒
む
。
而
る
に
未
だ
曾
て
臣
に
勸
む
る
者
有
ら

未
曾
有
勸
臣
者
、
何
也
。

ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。
君

義
な
ら
ば
則
ち
臣
に
不
忠

君
義
則
臣
無
不
忠
者
矣
。

の
者
無
け
れ
ば
な
り
。
不
仁
な
ら
ば
乃
ち
其
の
軀

不
仁
乃
無
措
其
軀
處
也
。

を
措
く
處
無
け
れ
ば
な
り
な
り
。

後
世
則
反
是
矣
。
人
主
私

後
世
は
則
ち
是
れ
に
反
す
。
人
主
は
天
下
を
私
し
、

天
下
、
自
占
其
尊
、
而
不

自
ら
其
の
尊
（
位
）
を
占
め
て
、
民
（
事
）
に
務

務
民
。
爲
臣
者
、
雖
桀
・

め
ず
。
臣
爲
る
者
、
桀
・
紂
の
主
と
雖
も
、
之
れ

た

紂
之
主
、
奉
之
爲
義
。
此

を
奉
ず
る
こ
と
を
ば
義
と
爲
す
。
此
れ
漢
氏

暴
秦

自
漢
氏
踵
暴
秦
之
法
、
而

の
法
を
踵
ぎ
て
、
天
下
を
馭
し
て
よ
り
、
世

以
て

つ

馭
天
下
、
世
以
爲
常
。
乃

常
と
爲
せ
る
に
て
、
乃
ち
人
は
聖
人
の
道
の
、
本

人
不
知
聖
人
之
道
、
非
本

と
然
る
に
非
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
趙
宋

然
也
。
至
趙
宋
之
代
、
以

の
代
に
至
り
て
、
佛
理
を
以
て
道
を
視
、
名
分
を

佛
理
視
道
、
以
名
分
說
春

以
て
《
春
秋
》
を
說
き
、
是
に
於
い
て
か
道
と
天

秋
、
於
是
乎
道
與
天
下
、

下
と
は
、
判
然
と
し
て
分
か
れ
た
り
。

判
然
分
矣
。

夫
道
者
君
道
、
而
春
秋
警

夫
れ
道
と
は
君
道
、
而
し
て
《
春
秋
》
は
人
君
を
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人
君
之
書
也
。
而
專
屬
之

警
む
る
の
書
な
り
。
而
る
に
專
ら
之
れ
を
臣
道
に

臣
道
、
此
勸
君
驕
、
天
下

屬
す
る
は
、
此
れ
君
に
驕
を
勸
め
、
天
下
愈
い
よ

愈
不
治
矣
。
且
戎
狄
乎
聖

治
ま
ら
じ
。
且
つ
聖
道
を
戎
狄
に
し
、
《
春
秋
》

道
、
申
韓
乎
春
秋
、
可
悲

を
申
（
不
害
）
・
韓
（
非
子
）
に
す
る
は
、
悲
し
む

者
、
孰
甚
於
是
矣
。

べ
き
者
、
孰
れ
か
是
れ
よ
り
甚
し
か
ら
ん
。

こ
と

元
凱
氏
雖
未
知
道
、
其
信

元
凱
氏
は
未
だ
道
を
知
ら
ず
と
雖
も
、
其
の
《
傳
》

傳
也
、
能
窺
經
傳
之
意
、

を
信
ず
る
や
、
能
く
《
經
》
《
傳
》
の
意
を
窺
ひ
、

卓
絕
於
後
儒
者
頗
多
矣
。

後
儒
よ
り
卓
絕
せ
る
者
頗
る
多
し
。
今
《
疏
》
に

今
疏
所
載
、
全
文
甚
長
、

載
す
る
所
、
全
文
甚
だ
長
け
れ
ば
、
其
の
得
る
所

裁
取
其
所
得
者
、
出
于
此
。
の
者
を
裁
取
し
て
、
此
に
出
だ
す
。

中
南
の
議
論
を
見
る
に
、
す
べ
て
『
左
傳
』
に
沿
い
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
有
道
の
君
」
で
あ
る
限
り
「
君
を
尊
ぶ
」

が
、
「
無
道
の
君
」
、
卽
ち｢

民
を
安
ん
ず
」
る
こ
と
の
で
き
な
い
君
は
、
神
・

人
と
も
に
「
獨
夫
」
と
し
て
棄
て
去
る
。
「
君

君
た
ら
ず
と
雖
も
」
、
民
に
虐

政
が
及
ば
な
い
限
り
に
於
い
て
の
み
、「
臣
は
以
て
臣
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
」

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
道
と
は
君
道
、
《
春
秋
》
は
人
君
を
警
む
る
の
書
」

で
あ
る
こ
と
は
、
中
南
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
君
主
の
責
任

を
嚴
し
く
追
及
す
る
の
が
、
『
春
秋
稽
古
』
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
後
揭
の
例
で
も
言
う
よ
う
に
、｢

名
分
」
は
申
不

害
・
韓
非
子
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
法
家
よ
り
起
こ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
で

あ
る
。
た
だ
し
中
南
が
『
春
秋
稽
古
』
で
言
う｢

名
分
」
と
は
、
主
と
し
て
身

分
秩
序
・
君
臣
關
係
を
指
し
、
「
尊
君
」
を
第
一
義
と
す
る
考
え
方
を
意
味
し

て
お
り
、
そ
の
點
で
、
か
な
り
限
定
的
な
用
法
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
こ

う
。
聖
人
の｢

道｣

は
「
仁
」
で
あ
り
、
仁
に
當
た
り
て
は｢

名
分
」
を
顧
み
な

い
の
が
《
春
秋
》
の
義
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
暗
に
朱
子
學
の
名

分
論
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
こ
こ
で
中
南
は
最
後
に
杜
預
《
春
秋
釋
例
》
書
弑
例
の
「
得
る
所
の

者
を
裁
取
」
し
て
引
用
す
る
が
、
こ
れ
は
省
略
し
た
い
。

二

「
名
分
」
批
判

上
引
の
『
春
秋
稽
古
』
中
に
既
に
見
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
安
民
」
は

し
ば
し
ば
「
名
分
」
批
判
と
し
て
語
ら
れ
る
。
以
下
本
節
で
は
、
「
名
分
」
批

判
の
若
干
例
を
紹
介
し
て
お
く
。

先
ず
隱
公
三
年
經
「
三
月
庚
戌
、
天
王
崩
」
に
つ
い
て
の
「
折
衷
」
で
あ
る
。

【
稽
古
】36-11b

折
衷
曰
、
胡
安
國
引
成
王

折
衷
に
曰
は
く
、
胡
安
國

成
王
の
喪
に
、
大
保

之
喪
、
大
保
率
西
方
諸
侯
、
西
方
諸
侯
を
率
ゐ
、
畢
公

東
方
諸
侯
を
率
ゐ
る
を

畢
公
率
東
方
諸
侯
、
以
罪

引
き
て
、
以
て
隱
公
の

王
葬
に
會
せ
ざ
る
を
罪
せ

隱
公
不
會
王
葬
、
迂
腐
哉
。
る
は
、
迂
腐
〔
迂
遠
で
陳
腐
〕
な
る
か
な
。

周
德
衰
、
春
秋
之
時
、
以

周
德

衰
へ
、
春
秋
の
時
、
上
卿
を
使
ふ
を
以
て
禮

使
上
卿
爲
禮
。
隱
公
何
獨

と
爲
す
に
、
隱
公

何
ぞ
獨
り
古
に
復
し
て
自
ら
往

復
古
而
自
往
、
仲
尼
何
罪

き
、
仲
尼

何
ぞ
隱
公
を
罪
す
る
。
且
つ
諸
侯
の
往

隱
公
。
且
諸
侯
之
不
往
、

か
ざ
る
は
、
本
よ
り
是
れ
周
王
無
德
の
致
す
所
に

本
是
周
王
無
德
之
所
致
、

し
て
、
罪
は
王
に
在
る
に
、
豈
に
諸
侯
を
罪
す
べ

而
罪
在
王
、
豈
可
罪
諸
侯

け
ん
や
。
故
に
王
者
は
德
に
務
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

乎
。
故
王
者
不
可
不
務
德

《
詩
》
・
《
書
》
の
旨
は
皆
な
是
れ
な
り
。
後
世
は
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焉
。
詩
・
書
之
旨
皆
是
也
。
唯
だ
名
分
を
知
る
の
み
に
し
て
、
仁
を
知
ら
ざ
れ

後
世
唯
知
名
分
、
而
不
知

ば
、
何
ぞ
《
春
秋
》
を
知
ら
ん
。

仁
、
何
知
春
秋
。
凌
注
引

凌
注

胡
說
を
引
く
、
故
に
此
に
辨
ず
。

胡
說
、
故
辨
于
此
。

天
王
の
崩
御
に
際
し
、
諸
侯
が
そ
の
葬
儀
に
參
列
し
な
い
の
は
決
し
て
諸
侯

の
罪
で
は
な
く
、
周
王
無
德
の
致
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
明
の
凌

稚
隆
『
左
傳
評
注
測
義
』
が
胡
安
國
說
を
引
用
し
、
「
名
分
」
論
を
以
て
こ
の

傳
文
を
解
釋
し
て
い
る
た
め
、
特
に
こ
こ
で
辨
じ
た
の
だ
、
と
中
南
は
言
う
。

こ
の
よ
う
に
中
南
が
對
峙
す
る
の
は
、
主
と
し
て
宋
明
の
經
學
で
あ
っ
た
。

同
樣
の
主
張
で
あ
る
が
、
次
に
桓
公
十
五
年
經
「
鄭
伯
突
出
奔
蔡
」
に
つ
い

て
の
「
折
衷
」
を
擧
げ
る
。

【
稽
古
】36-32b

杜
預
云
、
突
既
簒
立
、
權

突
は
、
暮
立
し
た
も
の
の
、
自
分
の
地
位
を
安
定

不
足
以
自
固
、
又
不
能
倚

さ
せ
る
に
足
る
權
力
が
な
く
、
し
か
も
、
祭
仲
に

任
祭
仲
、
反
與
小
臣
造
賊

た
よ
る
こ
と
が
出
來
ず
に
、
か
え
っ
て
、
小
臣
〔
雍

盗
之
計
、
故
以
自
奔
爲
文
、
糾
〕
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
盗
賊
も
ど
き
の
計
略

罪
之
也
。
例
在
昭
三
年
。

を
め
ぐ
ら
し
た
。
だ
か
ら
、(

追
い
出
さ
れ
た
の
で

は
な
く
て)

自
分
か
ら
奔
っ
た
と
い
う
表
現
を
と
っ

て
、
罪
責
し
た
の
で
あ
る
。
例
は
、
昭
公
三
年
に

あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

折
衷
曰
、
杜
意
、
諸
侯
之

折
衷
に
曰
は
く
、
杜
の
意
、
諸
侯
の
奔
は
、
皆
な

奔
、
皆
爲
臣
所
迫
逐
而
出
、
臣
の
迫
逐
す
る
所
と
爲
り
て
出
づ
、
故
に
赴
告
は

故
赴
告
皆
以
臣
出
其
君
。

皆
な
「
臣

其
の
君
を
出
だ
す
」
を
以
て
す
。
《
春

春
秋
舊
史
皆
書
臣
逐
君
、

秋
》
の
舊
史
は
皆
な
「
臣

君
を
逐
ふ
」
と
書
す
る

仲
尼
更
改
、
以
君
自
奔
爲

も
、
仲
尼
は
更
改
し
、
「
君

自
ら
奔
る
」
を
以
て

文
、
罪
之
也
。
此
據
傳
稱

文
と
爲
し
、
之
れ
を
罪
す
る
な
り
、
と
。
此
れ
傳

「
衞
孫
林
父
・
甯
殖
出
其

に
「
衞
孫
林
父
・
甯
殖

其
の
君
を
出
だ
し
、
名
は

君
、
名
在
諸
侯
之
策
」
耳
。
諸
侯
の
策
に
在
り
」
と
稱
す
る
に
據
る
の
み
。

晉
民
謹
按
、
凡
諸
侯
之
出

晉
民
謹
み
て
按
ず
る
に
、
凡
そ
諸
侯
の
出
奔
す
る

奔
、
被
迫
而
自
出
、
有
其

は
、
迫
ら
れ
て
自
ら
出
づ
る
に
て
、
其
の
罪
な
る

罪
者
、
有
非
其
罪
者
。
如

者
有
り
、
其
の
罪
に
非
ざ
る
者
有
り
。
昭
公
忽
の

昭
公
忽
、
則
非
其
罪
者
也
。
如
き
は
、
則
ち
其
の
罪
に
非
ざ
る
者
な
り
。
然
れ

然
賢
明
之
君
、
何
有
是
事
。
ど
も
賢
明
の
君
に
、
何
ぞ
是
の
事
や
有
る
。
本
よ

本
其
無
德
之
所
致
也
。
夫

り
其
の
無
德
の
致
す
所
な
り
。
夫
れ
國
君
に
し
て

國
君
而
出
奔
、
莫
恥
於
此
。
出
奔
す
る
は
、
此
よ
り
恥
づ
る
こ
と
は
莫
し
。
此

此
周
公
戒
人
君
深
矣
。
是

れ
周
公
の

人
君
を
戒
む
る
こ
と
や
深
か
り
き
。
是こ
こ

以
立
春
秋
大
法
、
雖
如
孫

を
以
て
《
春
秋
》
の
大
法
を
立
て
、
孫
・
甯
の
事

甯
事
、
專
罪
君
、
以
出
奔

の
如
き
も
の
と
雖
も
、
專
ら
君
を
罪
し
、
「
出
奔
」

書
之
。
傳
於
南
燕
伯
欵
發

を
以
て
之
れ
を
書
す
。
傳
は
南
燕
伯
欵
に
於
い
て

其
義
曰
「
罪
之
也
」
。
諸

其
の
義
を
發
し
て
「
之
れ
を
罪
す
る
な
り
」
と
曰

國
之
史
法
不
同
焉
。
甯
殖

ふ
。
諸
國
の
史
法
は
同
じ
か
ら
ず
。
甯
殖
の
「
名

云
「
名
在
諸
侯
之
策
」
者
、
諸
侯
の
策
に
在
り
」
と
云
ふ
は
、
豈
に
專
ら
魯
の

豈
專
言
魯
春
秋
乎
。
且
魯

《
春
秋
》
を
言
は
ん
や
。
且
つ
魯
に
も
亦
た
蓋
し

亦
蓋
有
記
註
簡
牘
、
詳
錄

簡
牘
に
記
註
し
、
事
實
を
詳
錄
す
る
も
の
有
れ
ば
、

事
實
、
乃
孫
甯
之
不
臣
、

乃
ち
孫
・
甯
の
不
臣
た
る
、
何
ぞ
掩
ふ
べ
け
ん
や
。

何
可
掩
焉
。
杜
意
在
筆
削
、
杜
の
意
は
筆
削
に
在
り
て
、
孫
・
甯
の
事
を
以
て

以
孫
甯
事
證
之
、
謬
矣
。

之
れ
を
證
す
る
は
、

謬

て
り
。

あ
や
ま
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國
君
が
國
を
追
わ
れ
て
出
奔
す
る
の
は
、
決
し
て
追
放
し
た
臣
下
の
罪
で
は

な
く
、
や
は
り
君
の
無
德
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
春
秋
』
の
「
出
奔
」
の

記
述
は
、
周
公
が
後
世
の
人
君
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
。

さ
ら
に
も
う
一
例
、
僖
公
二
十
七
年
經
「
楚
人･

陳
侯･

蔡
侯･

鄭
伯･

許
男
圍

宋
に
つ
い
て
の
「
折
衷
」
で
あ
る
。

【
稽
古
】37-29a

公
羊
傳
云
、
此
楚
子
也
。

こ
れ
は
楚
子
で
あ
る
の
に
、
「
人
」
と
稱
し
て
い

其
稱
人
何
。
貶
。
曷
爲
貶
。
る
の
は
な
ぜ
か
。

貶
し
て
で
あ
る
。
ど
う
し
て
貶

爲
執
宋
公
貶
。
故
終
僖
之

す
る
の
か
。
宋
公
を
執
え
た
た
め
に
貶
す
る
の
で

篇
貶
也
。

あ
る
。
だ
か
ら
、
僖(

公)

の
篇
を
終
え
る
ま
で
貶

す
る
の
で
あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

穀
梁
傳
云
、
楚
人
者
、
楚

「
楚
人
」
と
は
、
楚
子
の
こ
と
で
あ
る
。
「
人
」

子
也
。
其
曰
人
何
也
。
人

と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
楚
子
を
人
と
す
る
の
は
、

楚
子
所
以
人
諸
侯
也
。
其

諸
侯
を
人
と
す
る
た
め(

の
手
立
て)

で
あ
る
。
諸

人
諸
侯
何
也
。
不
正
其
信

侯
を
人
と
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
夷
狄
を
信
じ
て
〔
or

夷
狄
而
伐
中
國
也
。

伸
ば
し
て
〕
中
國
を
伐
っ
た
こ
と
を
不
正
と
す
る

か
ら
で
あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

杜
預
云
、
傳
言
楚
子
使
子

傳
で
は
「
楚
子
が
子
玉
を
宋
か
ら
撤
退
さ
せ
た
」

、
、

玉
去
宋
。
經
書
人
者
、
恥

〔
二
十
八
年
〕
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
經
が
「
人
」

不
得
志
、
以
微
者
告
。
猶

と
書
い
て
い
る
の
は
、
（
楚
が)

思
い
通
り
に
な
ら

序
諸
侯
之
上
、
楚
主
兵
故
。
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
じ
、(

子
玉
で
は
な
く
て)

微

者
と
し
て
赴
告
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
な
お
、
諸
侯
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
楚

が
兵
に
主
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

折
衷
曰
、
公
・
穀
之
言
、

折
衷
に
曰
は
く
、
《
公
》
・
《
穀
》
の
言
、
一
に
小

一
似
小
兒
之
口
吻
。
凡
二

兒
の
口
吻
に
似
た
り
。
凡
そ
二
家
の
《
春
秋
》
を

家
之
說
春
秋
、
非
此
等
事
、
說
く
こ
と
、
此
等
の
事
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
道
ふ

い

則
不
能
道
焉
。
不
但
公
・

能
は
ざ
る
な
り
。
但
に
《
公
》
・
《
穀
》
の
み
な
ら

穀
也
、
後
儒
盡
然
矣
。
此

ざ
る
な
り
、
後
儒
も
盡
く
然
り
。
此
れ
《
春
秋
》

以
春
秋
爲
名
分
之
書
也
。

を
以
て
名
分
の
書
と
爲
す
な
り
。
夫
れ
名
分
な
る

夫
名
分
者
、
起
自
申
・
韓

者
は
、
申
（
不
害
）
・
韓
（
非
子
）
よ
り
起
こ
る
。

焉
。
春
秋
一
寓
於
禮
、
名

《
春
秋
》
は
一
に
禮
に
寓
し
、
名
分
は
其
の
一
端

分
其
一
端
也
。
夫
道
者
仁

な
り
。
夫
れ
道
な
る
者
は
仁
な
り
。
故
に
仁
に
當

也
。
故
當
仁
則
不
顧
名
分
、
た
り
て
は
則
ち
名
分
を
顧
み
ざ
る
は
、
是
れ
《
春

是
春
秋
之
義
也
。
滔
滔
者
、
秋
》
の
義
な
り
。
滔
滔
た
る
者
、
何
ぞ
之
れ
を
知

何
得
知
之
矣
。（
以
下
略
）

る
を
得
ん
。

こ
こ
で
も
『
公
羊
傳
』
『
穀
梁
傳
』
、
そ
し
て
杜
預
注
が｢

名
分
」
を
以
て
論

じ
る
點
を
批
判
し
て
い
る
。
聖
人
の｢

道｣

は
「
仁
」
で
あ
り
、
仁
に
當
た
り
て

は｢

名
分
」
を
顧
み
な
い
の
が
《
春
秋
》
の
義
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

三

「
崇
天
」
の
思
想
と
曆
術
へ
の
懷
疑

次
い
で
⑮
「
崇
天
・
尊
鬼
神
論
」
、
⑯
「
日
食
と
曆
法
ー
反
科
學
的
立
場
」

に
つ
い
て
は
、
ま
と
め
て
檢
討
し
た
い
。

さ
て
中
南
の
「
崇
天
」
の
思
想
は
、
『
春
秋
』
の
日
食
の
記
事
に
つ
き
、
日

食
に
常
期
が
有
る
と
す
る
曆
術
へ
の
批
判
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

東洋古典學研究 第 50集 2020



101

い
。
以
下
に
擧
げ
る
の
は
、
隱
公
三
年
經
「
二
月
己
巳
、
日
有
食
之
」
の
「
折

衷
」
で
あ
る
。

【
稽
古
】36-10

折
衷
曰
、
後
世
曆
術
詳
密
、
折
衷
に
曰
は
く
、
後
世
の
曆
術
は
詳
密
な
れ
ど
も
、

然
不
能
無
差
。
且
無
用
於

然
れ
ど
も
差
無
き
こ
と
能
は
ず
。
且
つ
國
家
に
無

國
家
、
豈
如
古
隨
天
象
而

用
な
れ
ば
、
豈
に
古
の

天
象
に
隨
ひ
て
時
を
正
す

正
時
之
簡
而
無
弊
。
是
知

の

簡
に
し
て
弊
無
き
に
如
か
ん
や
。
是
れ
聖
人
の

し

聖
人
之
不
可
及
也
。
如
日

及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。
如
し
日
食
に
定

も

食
有
定
期
、
則
徒
使
人
君

期
有
ら
ば
、
則
ち
徒
だ
人
君
を
し
て
天
を
畏
れ
ざ

不
畏
天
、
此
後
術
者
之
罪

ら
し
む
る
の
み
に
て
、
此
れ
後
の
術
者
の
罪
な
り
。

也
。
且
與
春
秋
不
合
、
乃

且
つ
《
春
秋
》
と
合
は
ず
ん
ば
、
乃
ち
疎
脫
と
曰

曰
疎
脫
。
然
漢
及
晉
猶
有

ふ
。
然
れ
ど
も
漢
及
び
晉
に
猶
ほ
頻
食
有
る
は
、

頻
食
、
此
何
也
。

此
れ
何
ぞ
や
。

夫
天
象
順
人
氣
而
變
。
何

夫
れ
天
象
は
人
氣
に
順
ひ
て
變
ず
。
何
を
以
て
か

以
言
之
。
明
君
在
上
、
則

之
れ
を
言
ふ
。
明
君

上
に
在
る
と
き
は
、
則
ち
日

日
月
清
明
、
寒
暑
不
更
節
。
月
は
清
明
、
寒
暑
は
節
を

更

め
ず
。
乃
ち
虐
君

あ
ら
た

若
乃
虐
君
、
天
必
降
妖
祥
、
の
若
き
は
、
天

必
ず
妖
祥
を
降
し
、
行
度
は
以

ご
と

行
度
以
差
。
且
夫
二
十
八

て
差
あ
り
。
且
つ
夫
れ
二
十
八
宿
、
宇
宙
を
彌
綸

び

り
ん

宿
、
彌
綸
宇
宙
、
豈
特
在

〔
あ
ま
ね
く
お
さ
め
る
〕
す
れ
ば
、
豈
に
特
に
唐
山

た
だ

唐
山
邪
。
然
分
野
而
占
之
、
〔
中
國
〕
に
在
る
の
み
な
ら
ん
や
。
然
ら
ば
野
を
や

各
有
咎
休
之
徵
。
本
土
民

分
か
ち
て
之
れ
を
占
ひ
、
各
お
の
咎
休
の
徵
有
り
。

間
、
占
候
風
雨
、
有
與
唐

本
土
〔
我
が
國
〕
の
民
間
に
、
風
雨
を
占
候
す
る

山
不
同
者
、
亦
應
驗
焉
。

は
、
唐
山
と
同
じ
か
ら
ざ
る
者
有
れ
ど
も
、
亦
た

此
民
之
所
好
、
天
必
從
之

應
驗
あ
り
。
此
れ
「
民
の
好
む
所
、
天

必
ず
之
れ

也
。
故
依
古
而
行
之
、
日

に
從
ふ
」
〔
《
尚
書
》
泰
誓
〕
な
り
。
故
に
古
に
依
り

月
應
不
知
期
而
食
、
斗
柄

て
之
れ
を
行
は
ば
、
日
月
は
應
に
期
を
知
ら
ず
し

ま
さ

亦
容
建
方
、
亦
唯
定
中
星

て
食
す
べ
く
、
斗
柄
も
亦
た
容
に
方
を
建
つ
べ
く
、

ま
さ

與
正
晦
朔
、
是
而
足
矣
。

亦
た
唯
だ
中
星
を
定
む
る
と
晦
朔
を
正
す
と
の
み
、

要
在
不
失
授
民
之
時
爾
。

是
れ
に
し
て
足
れ
り
。
要
は
民
に
授
く
る
の
時
を

設
若
有
差
、
隨
時
而
改
之
、
失
は
ざ
る
に
在
る
の
み
。
設
若
し
差
有
ら
ば
、
時

も

而
亦
三
五
日
先
後
差
舛
、

に
隨
ひ
て
之
れ
を
改
む
る
も
、
而
も
亦
た
三
・
五

非
所
問
也
。

日
先
後
の
差
舛
に
し
て
、
問
ふ
所
に
非
ざ
る
な
り
。

夫
天
者
神
妙
不
測
、
聖
人

夫
れ
天
な
る
者
は
神
妙
に
し
て
測
ら
れ
ず
、
聖
人

尊
敬
焉
。
故
其
可
測
者
、

焉
を
尊
敬
す
。
故
に
其
の
測
る
べ
き
者
も
、
之
れ

こ
れ

不
測
之
、
古
之
道
也
。
惟

を
測
ら
ざ
る
は
、
古
の
道
な
り
。
惟
だ
蠢

爾
〔
無

し
ゆ
ん
じ

蠢
爾
戎
蠻
、
不
知
道
、
不

知
〕
た
る
戎
蠻
は
、
道
を
知
ら
ず
、
天
を
敬
は
ず
、

敬
天
、
獨
以
己
心
爲
主
。

獨
り
己
が
心
を
以
て
主
と
爲
す
。
甚
し
き
者
は
自

甚
者
自
言
「
天
上
天
下
、

ら
「
天
上
天
下
、
唯
だ
我
の
み
独
り
尊
し
」
と
言

唯
我
独
尊
」
、
又
云
「
三

ひ
、
又
た
「
三
界
は
唯
だ
一
心
の
み
、
心
外
に
別

界
唯
一
心
、
心
外
無
別

法
無
し
」
と
云
ひ
、
乃
ち
蠶
絲
・
牛
毛
を
剖

析
〔
分

さ
ん

し

ほ
う
せ
き

法
」
、
乃
剖
析
蠶
絲
牛
毛
、
析
〕
し
て
、
物
を
盡
く
す
を
求
む
。
此
の
習
ひ
中

而
求
盡
物
。
此
習
漸
于
中

國
に
漸
み
、
人
は
皆
な
理
を
以
て
精
微
を
窮
め
ん

す
す

國
、
人
皆
欲
以
理
窮
精
微
。
と
欲
す
。
曆
は
則
ち
授
時
に
至
り
て
極
ま
れ
り
。

曆
則
至
授
時
而
極
矣
。
夫

夫
れ
日
食
の
常
期
有
る
は
、
猶
ほ
人
君
を
し
て
天

日
食
之
有
常
期
、
猶
使
人

を
畏
れ
し
め
ず
。
彼
の
說
く
所
の
如
く
ん
ば
、
則

君
不
畏
天
。
如
彼
所
說
、

ち
天
は
只
だ
是
れ
數
な
る
の
み
。
豈
に
仰
戴
す
る

則
天
只
是
數
而
已
。
豈
足

に
足
る
者
な
ら
ん
や
。
而
し
て
傲
然
と
し
て
自
ら

仰
戴
者
哉
。
而
傲
然
自
謂

「
我
れ
能
く
天
の
秘
を
窺
ふ
」
と
謂
ふ
は
、
忌
憚
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「
我
能
窺
天
之
秘
」
、
不

せ
ざ
る
の
甚
し
き
な
り
。
此
れ
胡
元
醜
類
の
爲
す

忌
憚
之
甚
也
。
此
胡
元
醜

所
の
者
な
る
に
、
後
の
人

其
の
密
緻
な
る
に
服
し

類
所
爲
者
、
後
之
人
服
其

て
、
之
れ
を
奉
崇
す
る
は
、
亦
た
羞
づ
べ
き
の
盡

密
緻
、
而
奉
崇
之
、
不
亦

き
た
る
も
の
な
ら
ず
や
。
朱
明
の
思
宗

西
夷
を
召

可
羞
之
盡
乎
。
朱
明
思
宗

し
、
曆
を
修
む
る
を
命
じ
、
《
崇
禎
曆
書
》
數
百

召
西
夷
、
命
修
曆
、
著
崇

卷
を
著
す
は
、
精
の
又
た
精
、
微
の
又
た
微
と
謂

禎
曆
書
數
百
卷
、
可
謂
精

ふ
べ
し
。
然
れ
ど
も
幾
ば
く
も
無
く
し
て
國
は
亡

之
又
精
、
微
之
又
微
。
然

び
、
醜
辱
を
萬
代
に
貽
し
た
り
。
人
君
爲
る
者
、

の
こ

無
幾
國
亡
、
貽
醜
辱
於
萬

以
て
戒
と
爲
す
べ
き
な
り
。

代
焉
。
爲
人
君
者
、
可
以

爲
戒
也
。
近
來
東
都
士
大

近
來
東
都
の
士
大
夫
の
間
に
、
相
ひ
競
ひ
て
紅
毛

夫
之
間
、
相
競
治
紅
毛
之

の
事
を
治
む
る
は
、
此
れ
唯
に
國
家
に
無
益
の
み

事
、
此
不
唯
無
益
於
國
家

な
ら
ず
、
痛
哭
す
べ
き
者
な
り
。

而
已
也
、
可
痛
哭
者
也
。

夫
天
地
廣
大
、
人
在
其
中
、
夫
れ
天
地
は
廣
大
、
人
の
其
の
中
に
在
る
こ
と
、

不
若
滄
海
一
粟
。
又
譬
諸

滄
海
の
一
粟
に
も
若
か
ず
。
又
た
諸
を
井
中
の
蛙

し

こ
れ

井
中
蛙
。
以
此
量
天
、
縱

に
譬
へ
ん
。
此
を
以
て
天
を
量
る
は
、
縱
ひ
算
術

た
と

算
術
盡
精
微
、
毫
釐
之
繆
、

精
微
を
盡
く
す
と
も
、
毫
釐
の
繆
、
何
ぞ
秖
に

が
う

り

た
だ

何
秖
千
里
。
凡
物
寸
寸
度

千
里
の
み
な
ら
ん
や
。
凡
そ
物
を
ば
寸
寸
に
之
れ

之
、
至
丈
必
差
。
銖
銖
權

を
度
ら
ば
、
丈
に
至
り
て
必
ず
差
ふ
。
銖
銖
に
之

は
か

た
が

之
、
至
石
必
舛
。
今
以
古

れ
を
權
ら
ば
、
石
に
至
り
て
必
ず
舛
ふ
。
今

古

は
か

こ
く

た
が

錢
求
古
尺
者
、
尚
猶
不
能

錢
を
以
て
古
尺
を
求
む
る
者
、
尚
ほ
猶
ほ
之
れ
を

得
之
、
何
況
宏
遠
之
天
乎
。
得
る
能
は
ざ
る
に
、
何
ぞ
況
ん
や
宏
遠
の
天
を
や
。

故
積
年
之
後
、
必
見
差
繆
、
故
に
積
年
の
後
、
必
ず
差
繆
を
見
る
に
、
果
た
し

果
何
益
。
且
其
所
爲
證
者
、
て
何
の
益
か
あ
ら
ん
。
且
つ
其
の
證
と
爲
す
所
の

唯
食
而
已
、
其
他
皆
空
言
。
者
は
、
唯
だ
食
の
み
、
其
の
他
は
皆
な
空
言
な
り
。

夫
食
以
不
知
爲
可
、
而
以

夫
れ
食
は
知
ら
ざ
る
を
以
て
可
と
爲
す
も
、
而
も

此
誇
其
術
、
實
道
之
賊
也
。
此
を
以
て
其
の
術
を
誇
る
は
、
實
に
道
の
賊
な
り
。

余
欲
論
著
之
、
未
暇
也
。

余

之
れ
を
論
著
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
未
だ
暇
あ
ら

ざ
る
な
り
。

も
し
も
日
食
に
常
期
が
有
る
な
ら
、
天
は
單
な
る
數
理
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

人
君
は
天
を
畏
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
不
敬
の
至
り
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
天
は
神
妙
に
し
て
測
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
聖
人
は
天

を
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。
明
の
崇
禎
帝
が
西
洋
の
曆
術
を
も
と
に
『
崇
禎
曆
書
』

數
百
卷
を
編
纂
さ
せ
た
が
、
た
ち
ま
ち
明
が
滅
亡
し
た
の
は
、
そ
の
不
敬
の
報

い
で
あ
る
。
し
か
る
に
最
近
東
都
の
士
大
夫
の
間
に
、
競
っ
て
西
洋
の
曆
術
を

治
め
よ
う
と
す
る
者
が
有
る
の
は
、
國
家
に
無
益
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
痛
哭

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
そ
の
曆
術
が
精
妙
を
極
め
よ
う
と
も
、
差
繆

無
し
と
し
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
反
科
學
的
と
も
見
え
る
中
南
の
主
張
が
、
當
時
に
於
い
て
は
特

異
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
常
識
的
な
考
え
で
あ
っ
た
の
か
、
識
者

の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
前
稿
で
も
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
中
南

の
高
弟
で
あ
り
、
し
か
も
大
坂
開
塾
の
支
援
者
で
も
あ
っ
た

間

重

富
は
、
天

は
ざ
ま
し
げ
と
み

文
曆
法
學
者
と
し
て
後
世
に
名
が
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、

筆
者
は
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
抱
く
次
第
で
あ
る
。

特
に
日
食
に
つ
い
て
、
中
南
は
必
ず
歷
代
の
史
書
の
「
頻
食
〔
連
年
・
連
月

の
日
食
〕
」
の
記
述
を
以
て
曆
術
を
批
判
す
る
。
次
の
襄
公
二
十
四
年
經
「
秋
、
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七
月
甲
子
朔
、
日
有
食
之
、
既
」
の
「
折
衷
」
も
同
様
で
あ
る
。

【
稽
古
】38-35a

折
衷
曰
、
日
食
古
爲
陰
侵

折
衷
に
曰
は
く
、
日
食
は
古
に
は
陰

陽
を
侵
す
と

陽
。
苟
有
不
德
、
責
見
于

爲
す
。
苟
く
も
不
德
有
ら
ば
、
責
め
は
天
に
見
は

あ
ら

天
、
人
君
以
戒
焉
。

れ
、
人
君
は
以
て
戒
む
。

夫
天
道
不
可
測
者
也
。
故

夫
れ
天
道
は
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
故
に
凡

凡
有
變
象
、
畏
之
戒
之
、

そ
變
象
有
ら
ば
、
之
れ
を
畏
れ
之
れ
を
戒
む
る
は
、

聖
人
尊
崇
天
之
至
也
。
聖

聖
人
の

天
を
尊
崇
す
る
の
至
り
な
り
。
聖
道

熄や

道
熄
而
術
者
出
、
推
歩
測

み
て
術
者

出
で
、
推
歩
し
て
之
れ
を
測
り
、
日
食

之
、
日
食
爲
天
之
常
、
不

を
ば
天
の
常
に
し
て
、
毫
釐
も
差
は
ず
と
爲
す
。

た
が

差
毫
釐
。
於
是
乎
古
之
人
、
是
に
於
い
て
か
古
の
人
の
、
聖
人
よ
り
以
下
、
盡

自
聖
人
以
下
、
盡
爲
愚
物
。
く
愚
物
と
爲
る
。
人
の
知
巧
に
趨
く
や
、
或
い
は

人
之
趨
知
巧
也
、
或
以
天

天
を
以
て
太
極
と
爲
し
、
甚
し
き
は
一
理
と
爲
す
。

爲
太
極
、
甚
焉
爲
一
理
。

此
れ
天
を
掌
中
に
弄
び
、
其
の
傲
慢
不
敬
、
人
を

此
弄
天
於
掌
中
、
其
傲
慢

し
て

悚

慄
〔
お
そ
れ
る
〕
せ
し
む
。

し
よ
う
り
つ

不
敬
、
使
人
悚
慄
。

雖
然
、
此
年
及
二
十
一
年
、
然
り
と
雖
も
、
此
の
年
及
び
二
十
一
年
、
又
た
漢

又
漢
初
有
頻
月
食
者
。
此

初
に
頻
月
に
食
す
る
者
有
り
。
此
れ
推
歩
の
術
に

不
合
於
推
歩
之
術
、
是
又

合
は
ざ
る
は
、
是
れ
又
た
何
ぞ
や
。
古
に
云
ふ
、

何
居
。
古
云
「
民
之
所
欲
、
「
民
の
欲
す
る
所
、
天
必
ず
之
れ
に
從
ふ
」
と
。
抑そ
も

天
必
從
之
」
。
抑
將
天
道

そ
も
將
た
天
道

世
に
從
ひ
て
變
ず
る
か
。
此
れ
又

は

從
世
而
變
與
。
此
又
其
不

た
其
の
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。

可
測
者
也
。

夫
天
道
恢
恢
、
故
聖
人
不

夫
れ
天
道
は
恢
恢
、
故
に
聖
人
は
言
は
ず
、
唯
だ

言
、
唯
畏
敬
而
已
。
古
謂

畏
敬
す
る
の
み
。
古
は
威
儀
を
失
ふ
者
を
謂
ひ
て

失
威
儀
者
爲
死
兆
、
而
皆

死
兆
と
爲
し
、
而
し
て
皆
な
焉
に
應
ず
。
後
世
は

こ
れ

應
焉
。
後
世
則
否
。
人
氣

則
ち

否

ず
。
人
氣

然
ら
し
む
る
や
、
故
に
聖
人

し
か
ら

使
然
也
、
故
尊
聖
人
、
志

を
尊
び
、
道
に
志
す
者
は
、
古
を
以
て
準
と
爲
し

於
道
者
、
以
古
爲
準
而
循

て
之
れ
に
循
ふ
。
後
世
の
事
は
、
一
切
廢
置
し
て

之
。
後
世
之
事
、
一
切
廢

可
な
り
。

置
可
也
。

そ
も
そ
も
天
象
は
『
尚
書
』
泰
誓
篇
に
「
民
の
好
む
所
、
天

必
ず
之
れ
に

從
ふ
」
と
言
う
よ
う
に
、
人
氣
に
順
っ
て
變
化
す
る
。
明
君
が
上
に
在
る
と
き

は
、
日
月
は
清
明
、
寒
暑
は
節
を
更
め
ず
、
虐
君
の
場
合
は
、
天
が
必
ず
妖
祥

を
降
し
、
天
行
が
度
を
失
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
現
今
の
我
々
は
容
易
に
「
天
人
相
關
說
」
「
災

異
說
」
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
總
體
と
し
て
漢
儒
に
批
判
的
な
中
南
が
、
意

外
に
も
唯
一
、
漢
儒
の
「
災
異
說
」
だ
け
は
認
め
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
中
南
は
、
史
書
に
記
述
す
る
「
頻
食
」
の
例
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
が

體
驗
し
た
事
を
以
て
そ
の
證
據
と
す
る
場
合
が
有
る
。
昭
公
二
十
一
年
傳
「
其

他
月
、
則
爲
災
、
陽
不
克
也
。
故
常
爲
水
」
の
「
折
衷
」
を
紹
介
し
よ
う
。
た

だ
し
、
こ
れ
は
抜
粋
で
あ
る
。

【
稽
古
】63-17a

近
天
明
六
年
丙
午
正
月
、

近
ご
ろ
天
明
六
年
丙
午
の
正
月
、
丙
午
の
朔
、
午

丙
午
朔
、
午
時
、
日
食
之

時
、
日

之
れ
を
食
し
て
既
き
た
り
。
人
は
以
て
意

つ

既
。
人
不
以
爲
意
、
知
者
、
あ
り
と
爲
さ
ざ
る
も
、
知
者
は
、
時
政
を
以
て
大

以
時
政
大
懼
。
果
是
年
、

い
に
懼
る
。
果
た
し
て
是
の
年
、
大
い
に
淫
雨
あ
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大
淫
雨
、
大
水
、
大
地
震
、
り
、
大
水
あ
り
、
大
い
に
地
震
ひ
、
天
風
あ
り
、

天
風
、
大
雷
、
至
秋
、
穀

大
雷
あ
り
、
秋
に
至
り
て
、
穀
價
の
貴
き
こ
と
、

價
之
貴
、
生
民
以
來
未
之

生
民
以
來

未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
人

相
ひ

有
。
人
相
食
、
至
今
猶
爲

食
み
、
今
に
至
る
も
猶
ほ
梗
〔
ふ
さ
が
り
〕
を
爲

梗
、
十
月
之
交
可
以
證
也
。
せ
ば
、
〈
十
月
之
交
〉

以
て
證
す
べ
き
な
り
。

但
天
道
恢
恢
、
而
人
測
之
、
但
だ
天
道
は
恢
恢
、
而
し
て
人

之
れ
を
測
る
も
、

豈
盡
不
差
乎
。
陰
陽
之
變
、
豈
に
盡
く
差
は
ざ
ら
ん
や
。
陰
陽
の
變
、
或
い
は

或
可
測
、
或
不
可
測
、
所

測
る
べ
く
、
或
い
は
測
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
妙
と

以
爲
妙
也
。
夫
人
間
之
事
、
爲
す
所
以
な
り
。
夫
れ
人
間
の
事
す
ら
、
猶
ほ
知

じ
ん
か
ん

猶
不
可
知
、
況
天
道
乎
。

る
べ
か
ら
ず
、
況
ん
や
天
道
を
や
。
儒
者
の
一
切

儒
者
一
切
欲
理
斷
、
所
以

理
も
て
斷
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
道
を
知
ら
ざ
る
所

不
知
道
。

以
な
り
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
天
明
の
大
饑
饉
」
を
、
天
明
六
年
丙
午
正
月
の
皆
既
日

食
に
關
連
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
と
い
え
ば
、
中
南

が
江
戶
に
下
る
前
、
大
阪
に
居
住
し
て
い
た
年
で
あ
る
。
こ
の
皆
既
日
食
は
果

た
し
て
江
戶
で
も
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
更
に
詳
し
い
記
述
が
別
の
箇
所
に
も
見
え
る
。

【
稽
古
】74-21a

禦
侮
曰
、
聖
人
畏
天
、
奉

禦
侮
に
曰
は
く
、
聖
人
は
天
を
畏
れ
、
之
れ
を
奉

之
惟
謹
焉
。
人
君
懈
于
位
、
じ
て
惟
だ
謹
む
の
み
。
人
君

位
に
懈
た
ら
ば
、

お
こ

則
日
食
示
凶
。
輕
者
或
水

則
ち
日
食
し
て
凶
を
示
す
。
輕
き
者
は
或
い
は
水

或
旱
。
於
是
懼
而
務
德
。

と
な
り
或
い
は
旱
と
な
る
。
是
に
於
い
て
（
君
主

其
戒
大
矣
。
故
《
春
秋
》

は
）
懼
れ
て
德
に
務
む
。
其
の
戒
は
大
な
り
。
故

每
記
之
。
後
世
自
夷
狄
之

に
《
春
秋
》
は
每
に
之
れ
を
記
す
。
後
世

夷
狄
の

法
入
于
中
國
、
推
步
之
精
、
法
の
中
國
に
入
り
て
よ
り
、
推
步
の
精
、
日
食
を

日
食
爲
天
之
常
、
而
人
不

ば
天
の
常
と
爲
し
、
而
し
て
人
は
焉
を
懼
る
る
を

こ
れ

知
懼
焉
。
惟
侮
慢
天
之
甚
、
知
ら
ず
。
惟
れ
天
を
侮
慢
す
る
こ
と
の
甚
し
く
、

聖
教
由
以
滅
絕
矣
。
…
（
中

聖
教

由
り
て
以
て
滅
絕
し
た
り
。
…
（
中
略
）
…

略
）
…
此
方
六
年
前
、
天

此
の
方
〔
我
が
國
〕
に
て
は
六
年
前
、
天
明
丙
午

明
丙
午
之
年
、
正
月
丙
午

の
年
、
正
月
丙
午
朔
、
日
中
の
午
時
、
之
れ
を
食

朔
、
日
中
午
時
、
食
之
、

し
て
、
既
き
た
り
。
是
の
年
の
六
月
十
四
日
に
雨

つ

既
矣
。
是
年
六
月
十
四
日

ふ
る
。
余

生
ま
れ
て
よ
り
來
の
か
た
七
十
、
未
だ

こ

雨
。
余
生
來
七
十
、
未
嘗

嘗
て
是
の
日
の
雨
の
如
く
大
な
る
者
を
知
ら
ず
。

知
如
是
日
雨
大
者
。
自
是

是
れ
よ
り
淫
雨

數
旬
に
涉
り
た
れ
ば
、
大
水
は
則

淫
雨
涉
數
旬
、
大
水
則
勿

ち
論
ず
る
勿
き
の
み
。
大
迅
雷
・
大
地
震
・
大
風
、

論
已
矣
。
大
迅
雷
・
大
地

凡
そ
天
變

有
ら
ざ
る
者
無
き
な
り
。
果
た
し
て
秋

震
・
大
風
、
凡
天
變
無
不

に
至
り
、
大
い
に
饑
饉
あ
り
て
、
斗
の
米
（
の
値

有
者
也
。
果
至
秋
、
大
饑

段
）
は
三
兩
な
り
。
人

相
ひ
食
み
、
餓
莩
〔
餓
死

が

へ
う

饉
、
斗
米
三
兩
。
人
相
食
、
し
た
屍
〕
塗
に
載
つ
。
而
し
て
五
畿
七
道
の
饑
民
、

み
ち

み

餓
莩
載
塗
。
而
五
畿
七
道

期
せ
ず
し
て
同
時
に
蜂
起
し
、
穀
商
の
家
を
毀
ち
、

こ
ぼ

饑
民
、
不
期
而
同
時
蜂
起
、
幾
ん
ど
將
に
亂
に
及
ば
ん
と
す
。
此
れ
余
の
親
見

毀
穀
商
之
家
、
幾
將
及
亂
。
目
擊
せ
る
者
な
り
。
是
に
於
い
て
聖
人
の
教
の
貴

此
余
親
見
目
擊
者
也
。
於

ぶ
べ
き
を
知
る
な
り
。
但
だ
與
に
道
を
知
る
べ
き

と
も

是
知
聖
人
之
教
可
貴
也
。

者
の
言
な
る
の
み
。

但
可
與
知
道
者
言
矣
爾
。

「
天
明
の
大
饑
饉
」
に
つ
い
て
、
或
い
は
一
史
料
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
敢
え
て
附
言
す
る
所
以
で
あ
る
。
ち
な
み
に
六
年
前
の
天
明
丙
午

の
年
を
回
顧
す
る
こ
の
文
章
は
、
あ
た
か
も
『
春
秋
稽
古
』
全
八
十
一
卷
脫
稿

の
年
、
中
南
最
晩
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
「
崇
天
」
に
關
連
し
て
、
「
尊
鬼
神
」
に
つ
い
て
の
「
折
衷
」
も
紹
介

し
て
お
く
。
僖
公
十
五
年
傳
「
震
夷
伯
之
廟
、
罪
之
也
。
於
是
展
氏
有
隱
慝
焉
」

の
條
で
あ
る
。
小
倉
譯
「
夷
伯(

展
氏
の
祖)

の
廟
に
落
雷
し
た
、
と
あ
る
の
は
、

こ
れ
に
罪
あ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
展
氏
に
は
人
に
知
ら
れ
ぬ
悪
事

が
あ
っ
た
」
。

【
稽
古
】44-32b

杜
預
云
、
隱
惡
非
法
所
得
、
か
く
れ
た
惡
は
、
法
が
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は

尊
貴
罪
所
不
加
。
是
以
聖

な
く
、
身
分
の
高
い
人
は
、
刑
罰
を
加
え
ら
れ
な

人
因
天
地
之
變
・
自
然
之

い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
聖
人
は
、
天
地
の
變

妖
以
感
動
之
、
知
達
之
主
、
や
自
然
の
妖
に
よ
っ
て
、
心
を
う
ご
か
さ
せ
る
〔
さ

則
識
先
聖
之
情
以
自
厲
、

と
ら
せ
る
〕
の
で
あ
り
、(

そ
の
結
果)

英
明
な
主

中
下
之
主
、
亦
信
妖
祥
以

な
ら
ば
、（
こ
の
よ
う
な)

先
聖
の
眞
意
を
知
っ
て
、

不
妄
。
神
道
助
教
、
惟
此

自
分
に
き
び
し
く
す
る
し
、
中
・
下
の
主
で
も
、

爲
深
。

妖
祥
を
信
じ
て
、
妄
動
し
な
く
な
る
。
神
の
道
は

政
教
を
助
け
る
と
い
う
が
、
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に

そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

折
衷
曰
、
甚
矣
哉
後
儒
之

折
衷
に
曰
は
く
、
甚
し
き
か
な
後
儒
の
鬼
神
を
廢

廢
鬼
神
也
。
其
不
知
鬼
神
、
す
る
や
。
其
の

鬼
神
を
知
ら
ざ
る
は
、
道
の
明
ら

所
以
道
之
不
明
也
。
道
之

か
な
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る

不
明
、
所
以
不
信
左
氏
也
。
は
、
《
左
氏
》
を
信
ぜ
ざ
る
所
以
な
り
。
杜
の
意

杜
意
「
震
夷
伯
之
廟
」
是

は
、
「
夷
伯
の
廟
を
震
す
」
る
は
是
れ
「
天
地
の

「
天
地
之
變
・
自
然
之

變
・
自
然
の
妖
」
に
し
て
、
展
氏
を
罰
す
る
に
非

妖
」
、
而
非
罰
展
氏
也
。

ざ
る
な
り
。
聖
人

之
れ
を
借
り
、
人
を
し
て
感
動

聖
人
借
之
、
使
人
感
動
。

せ
し
む
、
と
。
然
ら
ば
知
達
の
主
は
鬼
神
に
惑
は

然
知
達
之
主
不
惑
於
鬼

ず
し
て
、
聖
人
の
情
を
測
り
、
以
て
自
ら
勉
勵
し
、

神
、
而
測
聖
人
之
情
、
以

中
下
の
主
は
鬼
神
を
畏
る
、
故
に
妖
祥
を
信
じ
て
、

自
勉
勵
、
中
下
之
主
畏
鬼

妄
動
せ
ず
、
と
。
然
ら
ば
則
ち
聖
人
も
亦
た
人
を
誣し

神
、
故
信
妖
祥
、
而
不
妄

ふ
る
か
。

動
。
然
則
聖
人
亦
誣
人
乎
。

天
が
展
氏
の
隱
惡
を
罰
す
る
た
め
に
展
氏
の
祖
で
あ
る
夷
伯
の
廟
に
落
雷
し

た
と
、
『
左
傳
』
は
明
言
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
鬼
神
を
認
め
な

い
後
儒
は
「
神
道
助
教
」
、
「
聖
人

之
れ
を
借
り
、
人
を
し
て
感
動
せ
し
む
」

、

等
と
曲
解
す
る
、
と
中
南
は
主
張
す
る
。

も
う
一
例
擧
げ
よ
う
。
成
公
十
七
年
傳
「
六
月
戊
辰
、
士
燮
卒
」
の
「
折
衷
」

で
あ
る
。
理
解
の
便
の
た
め
、
傳
文
と
杜
預
注
、
そ
し
て
『
正
義
』
所
引
の
劉

炫
說
の
部
分
を
引
用
す
る
。

晉
范
文
子
反
自
鄢
陵
、
使
其
祝
宗
祈
死
、
曰
、
君
驕
侈
而
克
敵
、
是
天
益
其
疾

也
。
難
將
作
矣
。
愛
我
者
唯
祝
我
使
我
速
死
、
無
及
於
難
。
范
氏
之
福
也
。
六

月
、
戊
辰
、
士
燮
卒
。

晋
の
范
文
子(

士
燮)

は
鄢
陵
の
戦
か
ら
も
ど
る
と
、
自
家
の
祝
宗(

祈
禱

え
ん
り
よ
う

官)

に
己
れ
の
死
を
祈
ら
し
め
た
。

「
君
は
驕
侈
な
の
に
敵
を
撃
破
で
き
た
の
は
、
天
が
そ
の
欠
陥
を
加
え
よ

わ
が
き
み

う
と
し
て
い
る
の
だ
。
禍
難
が
や
が
て
起
る
。
我
を
愛
し
む
者
は
ひ
た

わ
た
し

い
と
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す
ら
我
を
詛
い
、
我
を
す
み
や
か
に
死
な
し
め
て
、
禍
難
に
遭
う
の
を

わ
た
し

の
ろ

わ
た
し

免
れ
し
め
よ
。
そ
れ
が
范
氏
に
と
っ
て
福
で
あ
る
」

さ
い
わ
い

六
月
戊
辰
の
日
、
士
燮(

范
文
子)

は
亡
く
な
っ
た
。
〔
小
倉
譯
〕

杜
注
：
傳
言
厲
公
無
道
、
故
賢
臣
憂
懼
、
因
禱
自
裁
。

傳
は
、
厲
公
が
無
道
だ
つ
た
た
め
、
賢
臣
が
憂
燿
し
、(

先
に
死
を)

祈
禱

し
て
お
い
て
、(

後
に)

自
殺
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
〔
岩
本
譯
〕

正
義
曰
、
劉
炫
以
爲
「
士
燮
及
昭
子
之
卒
、
適
與
死
會
、
非
自
殺
」
。

劉
炫
は
「
士
燮
と
昭
子
が
卒
し
た
の
は
、
た
ま
た
ま
（
祈
）
死
と
一
致
し

た
の
で
あ
り
、
自
殺
で
は
な
い
」
と
考
え
る
。
〔
拙
譯
〕

【
稽
古
】52-18b

折
衷
曰
、
杜
云
「
因
禱
自

折
衷
に
曰
は
く
、
杜
は
「
禱
に
因
り
て
自
裁
す
」

裁
」
、
劉
炫
云
「
適
與
死

と
云
ひ
、
劉
炫
は
「
適
た
ま
死
と
會
す
」
と
云
ふ
。

た
ま

會
」
。
夫
自
聖
道
失
墜
、

夫
れ
聖
道
の
失
墜
し
て
よ
り
、
老
・
莊

其
の
間
に

老
・
莊
起
於
其
間
、
而
儒

起
こ
り
て
、
儒
者
は
神
道
有
る
を
知
ら
ず
。
凡
そ

者
不
知
有
神
道
。
凡
傳
言

傳
に
鬼
神
を
言
ふ
者
、
囂
囂
と
し
て
之
れ
を
譏
る
。

鬼
神
者
、
囂
囂
譏
之
。
文

文
子
の
死
、
千
載
の
下
、
杜
は

欺

か
れ
ざ
る
に
、

あ
ざ
む

子
之
死
、
千
載
之
下
、
杜

豈
に
當
世
を
欺
く
べ
け
ん
や
。
文
子
は

後
儒
の
唯

不
被
欺
、
豈
可
欺
當
世
乎
。
だ
己
れ
自
ら
以
て
智
と
爲
し
て
、
世
人
を
以
て
皆

文
子
非
如
後
儒
之
唯
己
自

な
愚
者
の

儔

と
爲
す
が
如
き
に
非
ず
。
果
た
し

た
ぐ
ひ

以
爲
智
、
而
以
世
人
皆
爲

て
後
儒
の
說
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
（
周
公
の
）
武

愚
者
之
儔
矣
。
果
如
後
儒

王
に
代
は
り
て
死
せ
ん
こ
と
を
祈
る
も
、
亦
た
人

之
說
、
則
祈
代
武
王
而
死
、
を
欺
き
て
媚
を
求
む
る
な
り
。
而
る
に
成
王
も
亦

亦
欺
人
而
求
媚
也
。
而
成

た
泣
き
て
之
れ
を
反
す
は
、
何
ぞ
其
れ
愚
の
甚
し

王
亦
泣
而
反
之
、
何
其
愚

き
。
文
子

祈
り
て
乃
ち
死
せ
る
に
、
劉

何
を
以

之
甚
焉
。
文
子
祈
乃
死
矣
、
て
か
祈
に
由
ら
ざ
る
を
知
る
。

劉
何
以
知
不
由
祈
。

我
朝
平
内
府
小
松
公
、
亦

我
が
朝
の
平
内
府
小
松
公
も
、
亦
た
自
ら
祈
り
て

自
祈
而
死
、
世
有
被
呪
詛

死
し
、
世
に
呪
詛
を
被
り
て
死
す
る
者
有
る
も
、

而
死
者
、
亦
皆
與
死
會
乎
。
亦
た
皆
な
死
と
會
せ
る
か
。

夫
鬼
神
不
可
廢
、
故
後
世

夫
れ
鬼
神
は
廢
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
後
世
に
道
・

有
道
・
佛
、
而
言
鬼
神
、

佛
有
り
て
、
鬼
神
を
言
ふ
も
、
儒
者
は
之
れ
を
遏と
ど

儒
者
不
能
遏
之
。
此
無
他

む
る
能
は
ず
。
此
れ
他
無
し
、
聖
人
の
神
道
の
替す
た

矣
、
聖
人
之
神
道
替
故
也
。
る
る
が
故
な
り
。

何
休
膏
肓
云
「
人
生
有
三

何
休
膏
肓
に
云
ふ
、
「
人

生
ま
れ
て
三
命
有
り
。

命
。
有
壽
命
以
保
度
、
有

壽
命
有
り
て
以
て
度
を
保
ち
、
隨
命
有
り
て
以
て

隨
命
以
督
行
、
有
遭
命
以

行
を
督
し
、
遭
命
有
り
て
以
て
暴
を
摘
む
も
、
未

た
だ

摘
暴
、
未
聞
死
可
祈
也
。

だ
死
の
祈
る
べ
き
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
文
子
の
祈

文
子
祈
而
死
、
是
乃
其
命

り
て
死
す
る
は
、
是
れ
乃
ち
其
の
命
數
な
り
」
と
。

數
也
」
。
何
休
何
知
命
。

何
休

何
ぞ
命
を
知
ら
ん
。
其
の
三
命
は
、
漢
儒
杜

其
三
命
、
漢
儒
杜
撰
之
說
、
撰
の
說
、
古
に
未
だ
之
れ
を
聞
く
こ
と
有
ら
ず
。

古
未
有
之
聞
。
夫
祈
死
豈

夫
れ
死
を
祈
る
こ
と
に
豈
に
訓
有
ら
ん
や
。
今
若も

有
訓
乎
。
今
若
誠
心
求
死
、
し
誠
心

死
を
求
め
ば
、
何
休
と
雖
則
も
死
を
得
べ

い
へ
ど

雖
則
何
休
可
得
死
焉
。

し
。

聖
道
が
失
墜
し
て
後
に
老
莊
思
想
が
起
こ
り
、
儒
者
は
「
神
道
」
の
存
在
に

不
明
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
後
世
で
は
凡
そ
『
左
傳
』
が
「
鬼
神
」
に
言
及
す

る
こ
と
に
對
し
、
囂
囂
と
し
て
非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
例
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の
場
合
、
士
燮
が
「
死
を
祈
っ
て
卒
し
た
」
事
実
を
前
に
し
て
、
杜
預
は
自
裁
、

卽
ち
自
殺
と
見
な
し
、
あ
る
い
は
劉
炫
が
、
た
ま
た
ま
「
祈
死
」
と｢

卒
」
と

が
一
致
し
た
と
解
し
て
い
る
こ
と
が
如
實
に
示
す
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
對
し
中
南
は
、
我
が
國
の
「
平
内
府
小
松
公
」
の
祈
死
の
例
や
、
呪

詛
に
よ
っ
て
死
ん
だ
者
の
例
を
擧
げ
、
士
燮
が
「
死
を
祈
っ
た
結
果
、
卒
し
た
」

と
解
釋
す
る
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
傳
注
」
で
あ
る
。

【
稽
古
】17-25b

因
祈
而
死
、
蓋
神
感
其
心
使
之
死
。
痛
哉
。
〔
祈
り
に
因
り
て
死
す
る
は
、
蓋

し
神

其
の
心
に
感
じ
て
之
れ
を
し
て
死
な
し
め
し
な
ら
ん
。
痛
ま
し
き

か
な
。
〕

そ
し
て
こ
の
中
南
の
解
釋
が
、
今
は
佚
し
て
傳
わ
ら
な
い
杜
預
以
前
の
舊
注

と
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
何
休
の
『
左
傳
』
批
判
の
書
『
左
氏
膏
肓
』

の
「
未
だ
死
の
祈
る
べ
き
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
に
よ
っ
て
豫
想
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
『
左
傳
』
の
眞
意
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

か
く
し
て
、
反
科
學
的
と
見
え
る
中
南
の
解
釋
も
、
實
は
『
左
傳
』
の
意
を

忠
實
に
祖
述
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
中
南
自
身
が
、
『
左
傳
』
の
み
な
ら
ず
「
六
經
」
が
記
述
す
る

と
こ
ろ
の
、
「
安
民
」
を
第
一
義
と
し
て
命
じ
る
有
意
志
の
「
天
」
を
崇
び
、

「
鬼
神
」
を
尊
び
、
そ
し
て
天
意
の
現
れ
と
し
て
の
「
災
異
」
を
信
じ
る
文
字

通
り
の
「
經
學
者
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

○

以
上
で
、
本
稿
を
草
し
た
目
的
は
ほ
ぼ
達
せ
ら
れ
た
と
愚
考
す
る
。
た
だ
筆

者
の
手
に
は
餘
る
事
と
し
て
、
中
南
の
「
崇
天
」
思
想
等
が
、
日
本
經
學
史
上
、

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
或
い
は
當
時
の
日
本
の
神
道
思
想
・
國

學
思
想
等
と
い
か
に
關
わ
る
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
識
者
の
御
教
示
を
切
に
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
、
蛇
足
の
嫌
い
無
し
と
し
な
い
が
、
も
う
少
し
紙
幅
を
い
た
だ
き
、
中

南
の
言
葉
を
附
言
し
た
い
。

【
稽
古
】70-19b

夫
聖
人
之
道
、
以
仁
安
民
、
夫
れ
聖
人
の
道
は
、
仁
を
以
て
民
を
安
ん
じ
て
、

而
治
天
下
。
三
皇
五
帝
六

天
下
を
治
む
る
こ
と
な
り
。
三
皇
五
帝
の
「
六
府

府
三
事
、
利
用
厚
生
、
堯

三
事
、
利
用
厚
生
」
、
堯
舜
の
「
作
禮
樂
」
、
湯
武

舜
之
作
禮
樂
、
湯
武
之
放

の
「
放
伐
」
は
、
皆
な
是
れ
と
爲
す
。
「
禮
義
德

伐
、
皆
爲
是
也
。
禮
義
德

行
」
は
、
皆
な
之
れ
に
由
る
。
《
詩
》
・
《
書
》
の

行
、
皆
由
之
。
詩
・
書
所

載
す
る
所
、
是
れ
に
非
ざ
る
者
莫
し
。
此
の
外
に

載
、
莫
非
是
者
矣
。
此
外

何
ぞ
道
有
ら
ん
や
。

何
有
道
焉
。

夫
民
之
不
治
也
、
臣
之
不

夫
れ
民
の
治
ま
ら
ざ
る
や
、
臣
の
淑
か
ら
ざ
る
や
、

よ

淑
、
責
在
君
矣
。
天
下
之

責
は
君
に
在
り
。
天
下
の
亂
る
る
や
、
罪
は
諸
侯

亂
也
、
罪
在
諸
侯
、
卽
王

に
在
り
て
、
卽
ち
王
の
不
德
な
り
。
道
と
は
君
道

之
不
德
也
。
道
者
君
道
也
。
な
り
。
聖
人
の
名
教
に
し
て
、
之
れ
に
由
ら
し
め
、

聖
人
之
名
教
、
而
使
由
之
、
率
ゐ
て
以
て
天
下
を
治
む
る
も
の
に
て
、
豈
に
人

率
以
治
天
下
、
豈
人
人
之

人
の
道
な
ら
ん
や
。
若
し
夫
れ
名
分
は
、
是
れ
臣

道
邪
。
若
夫
名
分
、
是
臣

子
の
事
に
し
て
、
道
中
の
細
、
諸
を
禮
中
に
寓
し
、

こ
れ

子
之
事
、
而
道
中
之
細
、

其
の
主
と
す
る
所
に
は
非
ざ
る
な
り
。

寓
諸
禮
中
、
非
其
所
主
也
。
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【
稽
古
】55-04b

襄
公
十
八
年
傳
「
巫
曰
、
今
茲
主
必
死
。
若
有
事
於
東
方
、
則
可
以
逞
」
。

今
年
の
う
ち
主
は
亡
く
な
ら
れ
る
が
、
も
し
東
方
〔
の
斉
〕
で
戦
を
お

と
の

こ
せ
ば
、
願
い
を
達
成
で
き
る
で
し
ょ
う
。
〔
小
倉
譯
〕

杜
預
云
、
「
巫
知
獻
子
有
死
徵
、
故
勸
使
快
意
伐
齊
」
。

巫
は
獻
子
に
死
の
徵
が
あ
る
の
を
知
っ
た
か
ら
、
存
分
に
齊
を
伐
つ
よ
う

勸
め
た
の
で
あ
る
。
〔
岩
本
譯
〕

折
衷
曰
、
聖
人
有
神
道
之

折
衷
に
曰
は
く
、
聖
人
に
神
道
の
教
へ
有
り
、
故

教
、
故
古
人
信
鬼
神
、
而

に
古
人
は
鬼
神
を
信
じ
て
、
巫
覡
に
聽
く
。
晏
子

聽
于
巫
覡
。
雖
晏
子
之
賢
、
の
賢
と
雖
も
、
而
も
之
れ
を
廢
せ
ず
。
景
公

祝
史

而
不
廢
之
。
景
公
問
殺
祝

を
殺
さ
ん
こ
と
を
問
ふ
に
、
之
れ
に
對
ふ
る
に
詛

史
、
對
之
以
詛
祝
、
不
曰

祝
を
以
て
し
〔
昭
公

年
傳
〕
、
「
之
れ
を
無
く
す
」

20

無
之
。

と
は
曰
は
ず
。

聖
教
廢
而
神
道
熄
矣
。
後

聖
教
の
廢
れ
て
神
道
は
熄
み
ぬ
。
後
世
は
則
ち
愚

や

世
則
愚
俗
信
鬼
神
、
而
學

俗

鬼
神
を
信
ず
る
も
、
而
も
學
者
は
焉
を
信
ぜ
ず
。

者
不
信
焉
。
愚
俗
之
信
、

愚
俗
の
信
ず
る
は
、
道
・
佛
に
由
り
、
學
者
の
信

由
於
道
佛
、
學
者
之
不
信
、
ぜ
ざ
る
は
、
老
・
莊
に
根
ざ
す
。
夫
れ
天
地
の
間

根
於
老
莊
。
夫
天
地
間
無

に
鬼
神
無
か
ら
ん
や
。
聖
人
も
亦
た
口
に
絕
た
ず
、

鬼
神
乎
。
聖
人
亦
不
絕
於

故
に
「
無
く
し
て
之
れ
を
廢
す
」
と
云
ふ
能
は
ず
、

口
、
故
不
能
云
「
無
而
廢

只
だ
「
不
可
知
に
惑
は
さ
れ
ず
」
と
云
ひ
、
而
し

之
」
、
只
云
「
不
見
惑
於

て
「
怪
力
亂
神
を
語
ら
ず
」
〔
《
論
語
》
述
而
篇
〕
を

不
可
知
矣
」
、
而
以
「
不

以
て
藉
口
〔
口
實
と
す
る
〕
す
る
の
み
。
其
の
意

し
や
こ
う

語
怪
力
亂
神
」
藉
口
。
其

は
實
に
之
れ
を
無
く
し
之
れ
を
廢
す
。
杜
も
亦
た

意
實
無
之
廢
之
。
杜
亦
蓋

蓋
し
然
り
と
せ
し
な
ら
ん
、
故
に
然
云
ふ
。
果
た

し
か

然
、
故
云
然
。
果
然
、
則

し
て
然
ら
ば
、
則
ち
《
春
秋
》
以
上
の
人
は
、
賢

春
秋
以
上
之
人
、
無
賢
不

不
肖
と
無
く
、
鬼
神
の
一
事
に
於
い
て
、
皆
な
是

肖
、
於
鬼
神
一
事
、
皆
是

れ
戇
愚
〔
お
ろ
か
〕
の
人
な
り
。
千
載
の
下
、
杜

た
う

ぐ

戇
愚
人
也
。
千
載
之
下
、

巫
の
誣
を
知
り
て
、
獻
子

欺
か
れ
て
許
諾
す
と
は
、

杜
知
巫
之
誣
、
而
獻
子
被

其
れ
然
る
や
、
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
。
思
は
ざ
る

欺
而
許
諾
、
其
然
矣
、
豈

の
甚
し
き
な
り
。

其
然
乎
。
不
思
之
甚
也
。

或
る
ひ
と
曰
は
く
、
然
ら
ば
則
ち
世
俗
は
是
な
る

ぜ

或
曰
、
然
則
世
俗
是
邪
。

や
、
と
。

曰
、
否
。
俗
之
與
學
者
皆

曰
は
く
、
否
な
り
。
俗
と
學
者
と
は
皆
な
焉
に
惑

惑
焉
、
均
之
非
也
。
必
也

ひ
て
、
均
し
く
之
れ
非
な
り
。
必
ず
や
俗
を
ば
古

俗
爲
近
古
。

に
近
し
と
爲
す
べ
し
、
と
。

然
則
如
何
。

然
ら
ば
則
ち
如
何
、
と
。

曰
、
信
古
之
鬼
神
、
則
左

曰
は
く
、
古
の
鬼
神
を
信
ず
る
は
、
則
ち
左
道
〔
邪

道
之
鬼
神
、
不
能
惑
我
。

道
〕
の
鬼
神
、
我
を
惑
は
す
能
は
ず
、
と
。

古
之
鬼
神
何
如
。

古
の
鬼
神
は
何
如
、
と
。

天
神
・
地
祇
・
人
鬼
、
凡

天
神
・
地
祇
・
人
鬼
、
凡
そ
《
六
經
》
及
び
《
左

六
經
及
左
傳
所
載
、
今
猶

傳
》
載
す
る
所
、
今
猶
ほ
焉
に
在
り
。
凡
そ
神
有

在
焉
。
凡
有
神
則
必
有
靈
、
れ
ば
則
ち
必
ず
靈
有
り
、
靈
有
れ
ば
則
ち
奇
怪
有

有
靈
則
有
奇
怪
、
亦
奚
疑

る
こ
と
、
亦
た
奚
ぞ
焉
を
疑
は
ん
。
但
だ
今
は
古

な
ん

焉
。
但
今
無
古
之
巫
覡
。

の
巫
覡
無
し
。
然
れ
ど
も
《
周
易
》
の
在
る
有
り
。

然
有
周
易
在
。
此
所
以
道

此
れ
道
の
遂
に
は
滅
び
ざ
る
所
以
な
り
。
唯
だ
學

之
不
遂
滅
。
唯
學
者
不
知

者

焉
を
知
ら
ざ
る
の
み
、
と
。

焉
耳
。
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